
一
般
的
に
「
空
き
家
」
と
は
、

普
段
人
が
住
ん
で
い
な
い
住
宅
を

指
し
、
一
軒
家
に
限
ら
ず
マ
ン
シ

ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
賃
貸
や

売
却
の
た
め
の
住
宅
も
含
ま
れ
ま

す
。総

務
省
の
「
住
宅
・
土
地
統
計

調
査
」
に
よ
る
と
、
全
国
の
空
き

家
数
は
平
成
25
年
10
月
現
在
で
８

２
０
万
戸
、
総
住
宅
数
に
占
め
る

空
き
家
の
割
合
は
13
・
５
％
と
過

去
最
高
を
更
新
し
ま
し
た
。
同
年
、

本
市
に
お
い
て
は
、
空
き
家
の
戸

数
と
そ
の
割
合
は
３
４
４
０
戸
、

14
・
２
％
に
達
し
、
全
国
平
均
を

上
回
り
ま
し
た
。
そ
の
戸
数
は
、

20
年
前
の
平
成
５
年
に
比
べ
て
も

１
・
７
倍
近
い
水
準
に
達
し
て
お

り
、
今
後
も
増
え
て
い
く
と
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
市
で
は
長
期
不
在
や

相
続
放
棄
さ
れ
た
建
物
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
放
置
さ
れ
続
け

て
い
る
住
宅
が
１
７
３
０
戸
（
平

成
25
年
現
在
）
に
上
り
、
空
き
家

の
約
半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
住
宅
は
適
正
に
管
理
さ
れ

る
こ
と
な
く
危
険
な
状
態
に
な
る

可
能
性
が
高
く
、
私
た
ち
の
生
活

を
脅
か
す
問
題
と
し
て
降
り
掛
か

っ
て
く
る
の
で
す
。

空
き
家
の
現
状

「あの家も空き家になって、この辺りもどんどん寂しくなるわね」。こんな
会話に覚えありませんか。少子高齢化や核家族化を背景に、全国で急増して
いる空き家。老朽化した建物は、倒壊の危険性やまちの景観の悪化などさま
ざまな問題を引き起こす原因となります。一方で、まだ住むことができる空
き家も数多く存在し、その利活用も求められています。
今号では、既に直面している、いずれ直面するかもしれない“空き家”と

いう問題に、何が必要なのかを考えます。
 　まちづくり推進課（内186）

そ
の
空
き
家
、

他
人
ご
と
じ
ゃ
な
い

特
集
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近
年
で
は
、
人
口
が
減
少
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
数

と
世
帯
数
は
増
加
し
て
い
ま
す
。

住
宅
数
が
増
え
る
主
な
原
因
の
一

つ
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

で
核
家
族
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
未

婚
や
死
別
に
よ
る
単
身
世
帯
が
増

え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

以
前
の
よ
う
に
複
数
世
代
が
同
居

し
、
一
緒
に
暮
ら
す
家
庭
は
少
な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
次
世

代
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
住
宅
は
、
居
住
者
の
死
亡
や

転
居
、
相
続
人
が
い
な
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
空
き
家
に
な

っ
て
い
く
の
で
す
。

人口の減少に反して、

世帯が増加する傾向は

今後も続いていくことが

予想されています。

それに伴い、空き家は

年々増えていくのです。

空
き
家
が
増
え
る
原
因まちづくり推進課　丹羽拓

人口と世帯数の推移（市内）

住宅数と空き家数の推移（市内）

空き家率の比較

■市内では７戸に１戸が空き家

出典：平成25年住宅・土地統計調査

出典：国政調査（実績値）
　　　日本の地域別将来人口（推計値・H32年～）
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司法書士
水野潤一さん

登記とは、不動産の権利関係などを
法務局に登録して、権利を保全し自分
の財産であると証明することです。不
動産を管理するためには登記が重要で
す。空き家の場合、相続の登記がされ
ず、亡くなった所有者名義のままにな
っていることが目立ちます。そしてさ
まざまな弊害を生んでいます。
例えば、亡くなった父親が所有して
いた家を売りたい、貸したいと思って
も、登記名義人が自分でなければそれ
はできません。名義人を変えずに放置

した間に、相続権のある親族が増えていれば、登記手続きは
さらに複雑になり、掛かる労力や費用も格段に増えてしまい
ます。不動産の処分や活用どころか、次の世代に負担を掛け
ることにつながってしまいます。皆さん、空き家の管理は登
記のような権利関係の整理も大切ですよ。自分ができる事は
確実に済ましておきたいですね。

家
は
、
人
が
住
む
こ
と
で
最
適

な
状
態
を
保
ち
ま
す
。
し
か
し
、

遠
方
に
居
住
し
て
い
る
な
ど
の
理

由
で
放
置
さ
れ
た
状
態
が
続
く
と
、

傷
み
が
進
み
、
保
安
上
の
危
険
が

高
ま
る
ほ
か
、
ゴ
ミ
の
放
置
、
ね

ず
み
や
蚊
な
ど
の
発
生
に
よ
る
衛

生
環
境
の
悪
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。
特
に
、

地
震
や
台
風
な
ど
の
災
害
時
に
は

屋
根
材
の
落
下
や
外
壁
の
崩
壊
、

建
物
自
体
の
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
り

非
常
に
危
険
で
す
。
ま
た
、
庭
木

が
生
い
茂
る
こ
と
で
隣
家
や
通
行

人
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
他
人
へ
の
危
害
や
、
建
物
、

自
動
車
な
ど
に
損
害
が
あ
っ
た
場

合
は
、
民
法
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

空
き
家
の
存
在
そ
の
も
の
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、
管
理
さ
れ
な

い
空
き
家
が
増
え
て
い
く
こ
と
が

問
題
な
の
で
す
。

落ちそうな屋根や倒壊しそうな外壁は、周辺の家屋や歩行者な
どに危害を与える可能性がある。場合によっては損害賠償責任を
問われることも。

生い茂る雑草や樹木は、他人の敷地
に侵入し、周辺の見通しを悪くする。

放置されたごみは、景観の悪化や
害虫・悪臭の発生源にもなる。

出入りが容易な場合、不審者の
侵入による治安の悪化につながる。

■ 権利証・登記識別情報の保管
■ 住んでいる家の将来を考える
■ 財産管理について家族と相談

近隣で暮らす皆さんに迷惑を掛けないように
建物や庭木などの管理をしましょう。また、相
続など権利関係についても整理しましょう。

□ 換気・通風…部屋・浴室・トイレ・押入れ
□ 通水…台所・洗面所・トイレ
□ 郵便物の整理…ポスト・玄関先の郵便物
□ 室内清掃…不用品の整理と定期的な清掃
□ 敷地清掃・草木の手入れ…雑草除去・せん定
□ 建物や敷地の点検…建物や塀などの傷み

今からできる空き家の管理

問題
を
見る
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空き家バンク

空き家所有者

①空き家登録

④当事者間での交渉・契約 活用希望者

不動産業者

②活用申し込み

③情報連絡

土岐市　空き家バンク 検　索

BANK

契約時のトラブル防止のため、
不動産業者の仲介による契約
をお薦めします。

空き家は所有者の財産で
あり、所有者や管理者が自
らの責任で管理しなければ
なりません。しかし、その
活用次第では、大きな資産
となる可能性を秘めていま
す。
ここでは利活用に関する
施策を紹介します。

空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込まれた物件の情報を、利活用を希望する
人に紹介します。
「市内で物件を探している」「売りたい・貸したい」という方はぜひ活用ください。

対象者
▷売買契約により空き家所有者となった方
▷賃貸借契約により空き家の借り主となった方

対象リフォーム
次の全てを満たすこと

▷トイレ、風呂、台所、居室など生活するため
に必要である

▷市内に営業所などのある
事業者の施工で工事費が
10万円以上である

補助額
▷５～10万円
（補助対象事業に要する経費の２分の１）

父が他界し、母を自分が住む家に
引き取ったことで、私は空き家の所
有者となりました。所帯を構えてい
たので必要がない実家ではありまし
たが、空き家のまま時間が過ぎてい
く日々に、どうしたらよいかと悩ん
だ時期もありました。
私は、季節ごとに数回は実家の様
子を見に足を運びました。正直、使
われない家は湿っぽく、傷みが早い
と感じました。換気したり、床のほこりや部屋の隅
に張ったクモの巣を取り払ったりしましたが、すぐ
に伸びる敷地の草には大変苦労しました。近所の方
には迷惑を掛けたくないですからね。そんなとき、
市から空き家バンクへ登録を勧める手紙が届きまし
た。
私は、自分が管理する手間が省けると思いすぐに
登録に踏み切りました。何もしないよりはましとい
う単純な思いです。登録は面倒な手続きもなくとて
も簡単でした。始めのうちは、この家に興味を持つ
人がいるのだろうかと半信半疑でしたが、すぐに２
～３件ほどの問い合せがあり、予想以上の反応に驚
きました。家族との思い出がある家、縁あって若い
夫婦が家を借りてくれると決まったときは本当にう
れしかったです。
これからも人口が減り、まだまだ使える家が空き
家になっていくであろう日本。何だかもったいない
ですね。家を売りたい、貸したい方は、一度空き家
バンクを利用してみてはいかがですか。あなたの大
切な家、住みたい誰かがきっと見つかるはずです。

空
き
家
バ
ン
ク
で
利
活
用
に
成
功

加藤寛美さん

お願い
今年度から空き家の実態を把握す

るため、自治会による空き家調査を
実施します。皆さんのご協力をお願
いします。
空き家に関する問題は早期に取り

組むことで、簡単に解決できる事も
あります。お困りの方など、皆さん
気軽に相談ください。

空き家バンクに登録された空き家の入居者が行う
リフォームに対し、補助金を交付します。

空き家リフォーム補助金

空き家バンク

利活用
を

考える
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